
　　　　  　     初診時選定療養費の徴収について

　当院では、健康保険法の療養担当規則に基づき、他の保険医療機関からの

紹介状をお持ちでなく直接来院された患者様は初診料の支払いに加え実費として

900円＋消費税をご負担いただきます。

これは＜初期の治療は地域の医院・診療所・クリニックなどで、高度・専門医療（手術等）

は病院（２００床以上）で行う＞という医療機関の機能分担の推進を目的に厚生労働省

より制定された制度です。

当院は病床数２６０床・２４時間救急指定医療機関で入院施設・CT・MRI・鏡視下手術・

血管内治療等の入院治療・専門治療を行う病院です。

１．　紹介状（診療情報提供書）とは

　健康保険法で定められた書式又はそれに準じた内容の文書による

紹介状が該当し、電話や名刺等の簡易な文書はこれに該当しません。

２．　初診時選定療養費をご負担いただく方

　① 当院を初めて受診する方で他の保険医療機関からの文書による紹介状をお持ちで

ない方。

② 以前に当院を受診された方でも、その時の治療が終了または任意で中止され、

健康保険法による初診料を算定される場合で他の保険医療機関からの文書による

紹介状をお持ちでない方。

３．　初診時選定療養費を除外される方

　① 他の保険医療機関から文書による紹介状をお持ちになられている方。

② 救急車等緊急の診療を必要とされる方

③ 国の公費負担医療制度及び地方公共団体での特定の疾病または障害等により各種

公費負担医療制度の受給をうけている方

④ 当院にて継続して診療を受けている方で、新たに他の診療科を受診されている方
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